
Ⅲ 決算に関する情報 

 

○令和元年度決算 

 

・歳入歳出決算の概要 

 

※ 百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。 

 

・一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の予算額 

（一般会計からの繰入金の実績額）       ・・・・・16,082,639 百万円 

（予算に計上した繰入金の額）           ・・・・・16,089,257 百万円 

 

・借入金の額及び当該借入金の予算額 

（借入金の額）                  ・・・・・31,328,372 百万円 

（予算に計上した借入金の額）        ・・・・・31,232,305 百万円 

 

・歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法 

（剰余金の額）                    ・・・・・ 496,351 百万円 

 （剰余金が生じた理由） 

    地方譲与税譲与金の未譲与（各譲与税法等に基づき、当該年度の最後の譲与後に係る租

税収入を翌年度に譲与）、一時借入金の未償還、借入金の利払い差額及び地方交付税交

付金（震災復興特別交付税）の支出残額の翌年度繰越によるもの等。 

  （剰余金の処理の方法） 

「特別会計に関する法律」（平成 19 年法律第 23 号）第 8 条第 1 項の規定により、交付税

及び譲与税配付金特別会計の翌年度の歳入に繰り入れられ、地方交付税交付金、地方譲

与税譲与金の財源として使用。 


